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処分をしたことの報告について  

上記の報告をする。  
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   地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された和解の専決

処分をしたことの報告について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により

指定された和解について、下記のとおり専決処分をしたので、同条第２項

の規定により報告する。  

記 

１  和解の相手方 

杉並区在住者 

２ 事案の概要 

杉並区と相手方とは、高齢者在宅サービスセンターの用に供するため

杉並区と相手方の被相続人とが平成１２年３月１日に締結した「建物賃

貸借に係る契約書」（相続人である相手方と杉並区とが締結した「建物

賃貸借に係る契約書」を含む。）により杉並区が借り受けた賃貸借物件

の賃貸借に係る契約を、杉並区が令和元年８月３１日をもって解除した

ことに伴い、当該賃貸借物件の原状回復費用について協議した。  

３ 和解の内容 

（１）杉並区は、原状回復費用相当額として金２９３万７，０８８円を

負担する。 

（２）相手方は、杉並区に対して、敷金５，２９４万８，７５０円から

（１）の金額を差し引いた５，００１万１，６６２円が敷金の返還金



額であることを認める。  

（３）相手方は、（２）の規定により杉並区に返還する金額を本和解成

立後、杉並区の指定する期限（ただし、請求書発送日から２０日以内

で令和２年１１月１０日以降とする。）までに杉並区の指定する方法

により支払う。なお、振込手数料は相手方の負担とする。  

（４）相手方と杉並区との間には、本件契約に関し、上記の他一切の債

権債務関係が存在しないことを確認する。  

４ 専決処分日 

令和２年１０月２３日 

 


